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(57)【要約】
【課題】アルミニウム材、介在層及び被覆層を含む被覆アルミニウム材であって、シート
状のアルミニウム材を積層して製造する場合や、アルミニウム材をロール状に巻いて帯状
にして製造する場合であっても、アルミニウム材と被覆層とが十分に密着されている被覆
アルミニウム材及びその製造方法を提供する。
【解決手段】アルミニウム材と、前記アルミニウム材の表面上に形成された被覆層と、前
記アルミニウム材と前記被覆層との間に形成された、アルミニウム元素及び炭素元素を含
む介在層とを備える被覆アルミニウム材であって、（１）前記介在層は、前記アルミニウ
ム材の表面の少なくとも一部の領域に形成され、アルミニウムの炭化物を含み、（２）前
記被覆アルミニウム材は、片面又は両面に凹凸部が形成されている、ことを特徴とする被
覆アルミニウム材。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム材と、前記アルミニウム材の表面上に形成された被覆層と、前記アルミニ
ウム材と前記被覆層との間に形成された、アルミニウム元素及び炭素元素を含む介在層と
を備える被覆アルミニウム材であって、
（１）前記介在層は、前記アルミニウム材の表面の少なくとも一部の領域に形成され、ア
ルミニウムの炭化物を含み、
（２）前記被覆アルミニウム材は、片面又は両面に凹凸部が形成されている、
ことを特徴とする被覆アルミニウム材。
【請求項２】
　前記凹凸部は、当該凹凸部の谷から山の高さが1μm以上300μm以下である、請求項１に
記載の被覆アルミニウム材。
【請求項３】
　前記凹凸部の表面粗さRaは、0.3μm以上10μm以下である、請求項１に記載の被覆アル
ミニウム材。
【請求項４】
　前記凹凸部の形状は、ドット、梨地、格子、ストライプ、亀甲、布目、絹目、チリメン
、波状又はクレープのいずれかである、請求項１～３のいずれかに記載の被覆アルミニウ
ム材。
【請求項５】
　前記凹凸部の形状が、布目、ストライプ又はクレープである場合に、隣接する筋状の当
該凹部どうしの距離が1μm以上100mm以下である、請求項４に記載の被覆アルミニウム材
。
【請求項６】
　前記凹凸部の形状が、ドットである場合に、隣接するドット状の当該凹部どうしの距離
が1μm以上100mm以下である、請求項４に記載の被覆アルミニウム材。
【請求項７】
　前記被覆層が炭素を含む層又は無機物を含む層である、請求項１～６のいずれかに記載
の被覆アルミニウム材。
【請求項８】
　前記被覆アルミニウム材が電極構造体を構成するために用いられるものである、請求項
１～６のいずれかに記載の被覆アルミニウム材。
【請求項９】
　前記電極構造体がキャパシタの集電体又は電極である、請求項８に記載の被覆アルミニ
ウム材。
【請求項１０】
　前記電極構造体が電池の集電体又は電極である、請求項８に記載の被覆アルミニウム材
。
【請求項１１】
　被覆アルミニウム材の製造方法であって、
　アルミニウム材の表面に被覆層を形成する被覆層形成工程と、
　被覆層形成アルミニウム材を炭化水素含有物質を含む空間に配置して加熱する加熱工程
とを備え、
　前記被覆層形成工程がアルミニウム材又は被覆層形成アルミニウム材の、片面又は両面
に凹凸部を形成する凹凸部形成工程を含むものである、
　被覆アルミニウム材の製造方法。
【請求項１２】
　前記凹凸部形成工程が、エンボス加工により凹凸部の谷から山の高さが1μm以上300μm
以下の凹凸部を形成するものである、請求項１１に記載の被覆アルミニウム材の製造方法
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被覆アルミニウム材及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電池、キャパシタ等の電極材料として、炭素含有層や誘電体層のような被覆層で被覆さ
れた被覆アルミニウムが使用されている。
【０００３】
　従来、被覆アルミニウムにおいて、アルミニウム材の表面に被覆層を形成し、このアル
ミニウム材と被覆層との密着性を高める目的で、アルミニウム材と被覆層との間にアルミ
ニウムの炭化物を含む層を形成する技術が知られている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、アルミニウム材の表面に炭素含有層を形成させた後、これを
炭化水素含有物質を含む空間で加熱することにより、アルミニウム材と炭素含有層との間
にアルミニウムの炭化物を含む介在層を形成させる技術が開示されている。また、特許文
献２には、アルミニウム材の表面に誘電体粒子を含む誘電体層を付着させた後、これを炭
化水素含有物質を含む空間で加熱することにより、アルミニウム材と誘電体層との間にア
ルミニウムの炭化物を含む介在層を形成させる技術が開示されている。両技術の被覆アル
ミニウム材では、前記介在層によって、アルミニウム材と炭素含有層又は誘電体層との間
の密着性が高められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第2004/087984号パンフレット
【特許文献２】国際公開第2010/109783号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１記載の炭素被覆アルミニウム材を製造すると、炭素被覆アル
ミニウム材の一部において、アルミニウム材と炭素含有層との密着性が不足するという問
題があった。例えば、基材として平滑なシート状のアルミニウム材を用い、複数のアルミ
ニウム材を積層して熱処理を行うと、アルミニウム材の中央部付近において、アルミニウ
ム材と炭素含有層との密着性が不十分であった。また、基材として平滑な帯状のアルミニ
ウム材を用い、ロール状に巻かれた状態で熱処理を行うと、アルミニウム材の幅方向の中
央部付近において、アルミニウム材と炭素含有層との密着性が不十分であった。また、特
許文献２に記載の電極構造体を製造すると、同様にアルミニウム材と誘電体層と密着性が
不十分であった。つまり、シート状のアルミニウム材を積層した場合や、アルミニウム材
をロール状に巻いて帯状とした場合では、被覆アルミニウム材の一部、中央部付近におい
て、アルミニウム材の表面に付着した誘電体層の密着性が不足するという問題があった。
その結果、二次電池又はキャパシタの充放電特性、寿命等が低下するという問題があった
。
【０００７】
　また、生産効率を向上させる目的で、アルミニウム材を広幅化することが考えられてい
る。しかし、単純にアルミニウム材を広幅化するだけでは、上述のように、幅方向の中央
部においてアルミニウム材と被覆層との密着性が悪く、コンデンサの組み立て工程等での
被覆層が、アルミニウム材から剥がれてしまうことがあった。そして、アルミニウム材か
ら被覆層が剥がれると、アルミニウム材の抵抗値が上昇し、所望する電気特性が得られな
いという問題があった。
【０００８】
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　本発明は、アルミニウム材、介在層及び被覆層を含む被覆アルミニウム材であって、シ
ート状のアルミニウム材を積層して製造する場合や、アルミニウム材をロール状に巻いて
帯状にして製造する場合であっても、アルミニウム材と被覆層とが十分に密着されている
被覆アルミニウム材及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討をした結果、アルミニウム材、アルミニ
ウムの炭化物を含む介在層及び被覆層を備える該被覆アルミニウム材において、特に、前
記被覆アルミニウム材は、片面又は両面に凹凸部が形成されている場合には、上記課題を
解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、本発明は、以下の被覆アルミニウム材及びその製造方法である。
【００１１】
　項１．
　アルミニウム材と、前記アルミニウム材の表面上に形成された被覆層と、前記アルミニ
ウム材と前記被覆層との間に形成された、アルミニウム元素及び炭素元素を含む介在層と
を備える被覆アルミニウム材であって、
（１）前記介在層は、前記アルミニウム材の表面の少なくとも一部の領域に形成され、ア
ルミニウムの炭化物を含み、
（２）前記被覆アルミニウム材は、片面又は両面に凹凸部が形成されている、
ことを特徴とする被覆アルミニウム材。
【００１２】
　項２．
　前記凹凸部は、当該凹凸部の谷から山の高さが1μm以上300μm以下である、前記項１に
記載の被覆アルミニウム材。
【００１３】
　項３．
　前記凹凸部の表面粗さＲａは、0.3μm以上10μm以下である、前記項１に記載の被覆ア
ルミニウム材。
【００１４】
　項４．
　前記凹凸部の形状は、ドット、梨地、格子、ストライプ、亀甲、布目、絹目、チリメン
、波状又はクレープのいずれかである、前記項１～３のいずれかに記載の被覆アルミニウ
ム材。
【００１５】
　項５．
　前記凹凸部の形状が、布目、ストライプ又はクレープである場合に、隣接する筋状の当
該凹部どうしの距離が1μm以上100mm以下である、前記項４に記載の被覆アルミニウム材
。
【００１６】
　項６．
　前記凹凸部の形状が、ドットである場合に、隣接するドット状の当該凹部どうしの距離
が1μm以上100mm以下である、前記項４に記載の被覆アルミニウム材。
【００１７】
　項７．
　前記被覆層が炭素を含む層又は無機物を含む層である、請求項１～６のいずれかに記載
の被覆アルミニウム材。
【００１８】
　項８．
　前記被覆アルミニウム材が電極構造体を構成するために用いられるものである、前記項
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１～６のいずれかに記載の被覆アルミニウム材。
【００１９】
　項９．
　前記電極構造体がキャパシタの集電体又は電極である、前記項８に記載の被覆アルミニ
ウム材。
【００２０】
　項１０．　前記電極構造体が電池の集電体又は電極である、前記項８に記載の被覆アル
ミニウム材。
【００２１】
　項１１．
　被覆アルミニウム材の製造方法であって、
　アルミニウム材の表面に被覆層を形成する被覆層形成工程と、
　被覆層形成アルミニウム材を炭化水素含有物質を含む空間に配置して加熱する加熱工程
とを備え、
　前記被覆層形成工程がアルミニウム材又は被覆層形成アルミニウム材の、片面又は両面
に凹凸部を形成する凹凸部形成工程を含むものである、
　被覆アルミニウム材の製造方法。
【００２２】
　項１２．
　前記凹凸部形成工程が、エンボス加工により凹凸部の谷から山の高さが1μm以上300μm
以下の凹凸部を形成するものである、前記項１１に記載の被覆アルミニウム材の製造方法
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の被覆アルミニウム材は、アルミニウム材、介在層及び被覆層を含む被覆アルミ
ニウム材であって、シート状のアルミニウム材を積層して製造する場合や、アルミニウム
材をロール状に巻いて帯状にして製造する場合であっても、アルミニウム材と被覆層とが
十分に密着されている。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この発明の一つの形態として、被覆アルミニウム材の断面構造を模式的に示す断
面図である。
【図２】この発明の実施例１の試料の表面を走査型電子顕微鏡（SEM）によって確認した
写真を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に本発明を詳細に説明する。
【００２６】
　本発明は、被覆アルミニウム材及びその製造方法に関する。本発明は、特に、各種キャ
パシタの電極や集電体、各種電池の集電体や電極等、更には、触媒材料、放熱材料、脱臭
・清浄用材料に用いられる被覆アルミニウム材及びその製造方法に関する。特定的には、
この発明は、リチウム電池、リチウムイオン電池、リチウムイオンポリマー電池、色素増
感太陽電池、電気二重層キャパシタ、電解コンデンサ、燃料電池、固体高分子燃料電池等
に用いられる電極または電極の集電体の材料、又は光触媒材料、ガス分解触媒材料、各種
電子機器の放熱材料、脱臭作用や空気清浄作用を有する材料としての被覆アルミニウム材
及びそれらの製造方法に関する。
【００２７】
　本発明者により、平滑なシート状の被覆アルミニウム材を積層する場合や、被覆アルミ
ニウム材をロール状に巻いて帯状とする場合に、アルミニウム材と被覆層との密着性が不
足するのは、アルミニウム材と被覆層との間に形成される介在層が十分に生成していない
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ことが原因の一つであることが見出された。
【００２８】
　本発明者らの知見によれば、アルミニウム材の表面に被覆層（例えば、炭素を含む層）
を付着させた後、これを炭化水素含有物質を含む空間で加熱することにより、アルミニウ
ム材のアルミニウム元素と炭化水素含有物質の炭素元素とが反応することによりアルミニ
ウムと炭素を含む介在層が生成する。即ち、この介在層を生成させるためには、アルミニ
ウム材と炭化水素含有物質とが十分に接触できることが必要であることがわかった。
【００２９】
　例えば、炭化水素含有物質としてガス状のものを使用する場合、平滑なシート状の被覆
アルミニウム材を積層したり、平滑な帯状の被覆アルミニウム材をロール状に巻いたりし
て、複数の被覆アルミニウム材を積層させ、炭化水素含有物質を含む空間にこの被覆アル
ミニウム材を配置する。そして、炭化水素含有物質を含むガスが、個々の被覆アルミニウ
ム材間の僅かな隙間を通り、被覆アルミニウム材の端部から中央部に向かって浸透してい
くことにより、介在層が形成される。
【００３０】
　この時、被覆アルミニウム材の端部付近では炭化水素含有物質を含むガスが浸透し易い
が、被覆アルミニウム材の中央部付近では端部からの距離が離れるにつれて、炭化水素含
有物質を含むガスが浸透し難くなる。その結果、上記炭化水素含有物質を含む空間での加
熱工程では、炭化水素含有物質が、被覆アルミニウム材の表面の中央部付近まで、十分に
接することができなくなる。そして、アルミニウム材と被覆層との間で、介在層の生成量
が低下すると考えられた。
【００３１】
　本発明者は、鋭意研究を重ねた結果、以下の知見を得た。
【００３２】
　アルミニウム材、介在層及び被覆層を含む被覆アルミニウム材であって、被覆アルミニ
ウム材が片面又は両面に凹凸部を有することにより、シート状のアルミニウム材を積層す
る場合や、アルミニウム材をロール状に巻いて帯状にする場合であっても、介在層が十分
に生成される。つまり、被覆アルミニウム材が十分に炭化水素含有物質と接することが可
能となり、介在層が被覆アルミニウム材の表面中央部付近においても十分に生成され、ア
ルミニウム材と被覆層とが十分な密着性を備えることを見出した。
【００３３】
　被覆層形成アルミニウム材の片面又は両面に凹凸部を形成することにより、一度に大量
の被覆アルミニウム材を製造するに際し、積層するアルミニウム材の間隔を近づけ、アル
ミニウム材を高密度で積層状に並べても、アルミニウム材間に適度な空間が生まれる。そ
の結果、アルミニウム材、介在層及び被覆層を含む被覆アルミニウム材を効率よく製造す
ることが可能である。被覆アルミニウム材では、アルミニウム材と被覆層との間に介在層
が十分に生成されることから、アルミニウム材と被覆層とが良好に密着される。その結果
、被覆アルミニウム材ではアルミニウム材と被覆層との間の抵抗値を低減させることがで
き、被覆アルミニウム材を用いて高い静電容量を有する電極構造体を製造することが可能
である。
【００３４】
　(1) 被覆アルミニウム材
　本発明の被覆アルミニウム材は、アルミニウム材と、前記アルミニウム材の表面上に形
成された被覆層と、前記アルミニウム材と前記被覆層との間に形成された、アルミニウム
元素及び炭素元素を含む介在層とを備える被覆アルミニウム材であって、（１）前記介在
層は、前記アルミニウム材の表面の少なくとも一部の領域に形成され、アルミニウムの炭
化物を含み、（２）前記被覆アルミニウム材は、片面又は両面に凹凸部が形成されている
、ことを特徴とする。
【００３５】
　アルミニウム材と被覆層（例えば、カーボン粒子などのような炭素を含む層）とを固着
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させる介在層は、高温下の加熱工程において、炭化水素含有物質とアルミニウムとを接触
することで成長させることが可能である。生産性を考慮すると、通常、複数のシート状の
アルミニウム材を積層した状態、又は帯状のアルミニウム材をロール状に巻いた状態で上
記の処理を行う。しかし、積層することによりアルミニウム材の積層度合いが高くなると
、アルミニウム材とアルミニウム材との間隔（隙間）が無くなる、あるいは非常に狭くな
るため、アルミニウム材と炭化水素含有物質とが接触し難くなり、介在層が形成され難い
傾向がある。また、積層するアルミニウム材の面積が大きくなると、アルミニウム材の中
央部において、アルミニウム材と炭化水素含有物質とが接触し難くなる傾向がある。その
結果、アルミニウム材と炭化水素含有物質を接着させる役割を持つ介在層が形成されない
部分が生じ、被覆層が簡単に剥がれてしまう領域が生まれる傾向がある。
【００３６】
　本発明の被覆アルミニウム材は、片面又は両面に凹凸部が形成されていることにより、
アルミニウム材と被覆層とが十分な密着性を備えることができる。これは、介在層を形成
する加熱工程において、複数の被覆アルミニウム材を重ねた状態であっても、被覆アルミ
ニウム材の中央部まで、十分に被覆アルミニウム材と炭化水素含有物質とが接することが
可能となり、介在層中のアルミニウムの炭化物が被覆アルミニウム材の表面中央部付近に
おいても十分に生成されるからである。
【００３７】
　被覆アルミニウム材では、前記凹凸部は、被覆アルミニウム材の片面又は両面に凹凸部
が形成されていれば良い。
【００３８】
　被覆アルミニウム材に使用できるアルミニウム材（基材）としては、その組成の点で、
特に限定されない。例えば、純アルミニウム又はアルミニウム合金の箔又は板を用いるこ
とができる。このようなアルミニウム材は、アルミニウム純度がJIS H 2111に記載された
方法に準じて測定された値で98質量%以上のものが好ましい。
【００３９】
　アルミニウム材の組成として、鉛(Pb)、珪素(Si)、鉄(Fe)、銅(Cu)、マンガン(Mn)、マ
グネシウム(Mg)、クロム(Cr)、亜鉛(Zn)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、ガリウム(Ga)、
ニッケル（Ni）及びホウ素(B)の少なくとも1種の合金元素を必要範囲内において添加した
アルミニウム合金であってもよい。また、アルミニウム材には、上記に挙げた元素以外の
不可避的不純物元素が含まれていてもよい。
【００４０】
　上記のアルミニウム材は、公知の方法によって製造されるものを使用することができる
。例えば、上記の所定の組成を有するアルミニウムの溶湯を調製し、これを鋳造して得ら
れた鋳塊を適切に均質化処理する。その後、この鋳塊に熱間圧延と冷間圧延を施すことに
より、アルミニウム箔やアルミニウム板を得ることができる。尚、上記の冷間圧延工程の
途中で、150～400℃程度の範囲内で中間焼鈍処理を施しても良い。
【００４１】
　アルミニウム材の厚みは、特に限定されない。アルミニウム箔を用いる場合は、一般的
には5～200μm程度の範囲内とするのが好ましい。アルミニウム板を用いる場合は、200μ
mを越え、3mm程度以下の範囲内とすることが好ましい。
【００４２】
　被覆アルミニウム材に形成される凹凸部は、被覆層表面に形成されていることが好まし
い。
【００４３】
　また、凹凸部は、被覆層表面に複数形成されていることが好ましい。
【００４４】
　凹凸部の形成方法は特に限定されないが、例えば、プレス加工、エンボス加工、エッチ
ング加工、レーザー加工などが挙げられる。凹凸部形成のし易さから、エンボス加工で凹
凸部を形成するのが好ましい。
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【００４５】
　被覆アルミニウム材における凹凸部の谷から山の高さは特に限定されないが、当該凹凸
部の谷から山の高さが1μm以上300μm以下であることが好ましい。
【００４６】
　凹凸部の谷から山の高さが、この範囲内であることにより、複数の被覆アルミニウム材
が積層された状態であっても、被覆アルミニウム材間に適度な空間が生まれるので、炭化
水素含有物質を、被覆アルミニウム材の中央部まで浸透させることが可能となる。その結
果、被覆アルミニウム材と炭化水素含有物質とが十分に接することができ、アルミニウム
材と被覆層との密着性を十分に確保するために必要な介在層を形成することができる。
【００４７】
　元々の基材から凸部分または凹部分の高さ（後述する図１における高さH）を凹凸部の
谷から山の高さとする。
【００４８】
　尚、凹凸部の谷から山の高さの上限値は、介在層形成の観点からは特に限定されるもの
ではない。凹凸部の谷から山の高さが大きくなれば、被覆あるミニウム材間に生じる隙間
も大きくなるので、被覆アルミニウム材の中央部に介在層が形成されやすくなる。しかし
、凹凸部の谷から山の高さが大きくなると得られる被覆アルミニウム材も全体として厚み
が大きくなり、それを用いた電極構造体のサイズも大きくなることから、凹凸部の谷から
山の高さの上限値は300μmであることが好ましい。しかしながら、本発明の被覆アルミニ
ウム材では、凹凸部の谷から山の高さが300μmを超えることを除外するものではない。
【００４９】
　凹凸部の谷から山の高さが1μm未満であると、介在層を形成する加熱工程において、ア
ルミニウム材が十分に炭化水素含有物質に接することができない傾向がある。その結果、
介在層が十分に生成されず、被覆アルミニウム材の表面中央部付近において、アルミニウ
ム材と被覆層とが十分な密着性を備えない傾向がある。
【００５０】
　上述の通り、被覆アルミニウム材では、凹凸部の谷から山の高さは1μm以上300μm以下
であることが好ましく、5μm以上60μm以下であることが好ましい。
【００５１】
　凹凸部の谷から山の高さは、簡便な測定方法としては、JIS B7502に基づき、マイクロ
メーターを用いて測定することができる。具体的には、被覆アルミニウム材の凹凸部形成
前後の厚みを測定し、「（凹凸部が形成された被覆アルミニウム材の厚み）－（凹凸部が
形成される前の被覆アルミニウム材の厚み）」を「凹凸部の谷から山の高さ」として、算
出することが可能である。
【００５２】
　上記の測定方法では最終的に得られた被覆アルミニウム材（即ち、既に凹凸部が形成さ
れた被覆アルミニウム材）からは高さを確認することは難しいため、別の測定方法として
は、断面観察により確認する方法が採用できる。具体的には、凹凸部が形成された被覆ア
ルミニウム材の垂直断面を切り出し、光学顕微鏡又は電子顕微鏡で断面観察を行い、凹凸
部の谷から山の高さを測ることで高さとすることが可能である。
【００５３】
　本発明の被覆アルミニウム材では、前記凹凸部の凹凸を表面粗さRa（μm）により特定
することもできる。この場合、表面粗さRaは、特に限定されるものではないが、0.3μm以
上10μm以下であるのが好ましく、1.0μm以上4.5μm以下であるのがより好ましい。この
範囲内であることにより、複数の被覆アルミニウム材が積層された状態であっても、被覆
アルミニウム材間に適度な空間が生まれるので、炭化水素含有物質を被覆アルミニウム材
の中央部まで浸透させることが可能となる。その結果、被覆アルミニウム材と炭化水素含
有物質とが十分に接することができ、アルミニウム材と被覆層との密着性を十分に確保す
るために必要な介在層を形成することができる。尚、表面粗さRaは、JIS B0601：1982の
中心線平均粗さRaに従って表面粗さ計にて測定することができる。形成された凹凸部が周
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期性を有する場合の測定長さは、凹凸部が10周期分以上含まれるようにして測定する。ま
た、測定速度は0.3mm/秒以下とする。
【００５４】
　表面粗さRaは、介在層形成の観点からは特に限定されるものではない。表面粗さRaの値
が大きくなれば、被覆アルミニウム材間に生じる隙間も大きくなるので、被覆アルミニウ
ム材の中央部に介在層が形成され易くなる。しかし、表面粗さRaが大きくなると得られる
被覆アルミニウム材も全体として厚みが大きくなり、それを用いた電極構造体のサイズも
大きくなることから、表面粗さRaの上限値は10μmであることが好ましい。しかしながら
、本発明の被覆アルミニウム材では、表面粗さRaが10μmを超えることを除外するもので
はない。表面粗さRaが0.3μm未満であると、介在層を形成する加熱工程において、アルミ
ニウム材が十分に炭化水素含有物質に接することができない傾向がある。その結果、介在
層が十分に生成されず、被覆アルミニウム材の表面中央部付近において、アルミニウム材
と被覆層とが十分な密着性を備えない傾向がある。
【００５５】
　本発明の被覆アルミニウム材では、上記のRaに加えて、前記凹凸部の凹凸が、最大高さ
Rmax（μm）が1μm以上300μm以下であるのが好ましく、5μm以上60μm以下であるのがよ
り好ましい。この場合、最大高さRmaxの値が大きくなれば、被覆アルミニウム材間に生じ
る隙間も大きくなるので、被覆アルミニウム材の中央部に介在層が形成されやすくなる。
しかし、最大高さRmaxが大きくなると得られる被覆アルミニウム材も全体として厚みが大
きくなり、それを用いた電極構造体のサイズも大きくなることから、最大高さRmaxの上限
値は300μmであることが好ましい。しかしながら、本発明の被覆アルミニウム材では、最
大高さRmaxが300μmを超えることを除外するものではない。最大高さRmaxが1μm未満であ
ると、介在層を形成する加熱工程において、アルミニウム材が十分に炭化水素含有物質に
接することができない傾向がある。その結果、介在層が十分に生成されず、被覆アルミニ
ウム材の表面中央部付近において、アルミニウム材と被覆層とが十分な密着性を備えない
傾向がある。
【００５６】
　凹凸部の形状は、本発明の効果を奏するものであれば特に限定されないが、例えば、平
面視でドット、梨地、格子、ストライプ、亀甲、布目、絹目、チリメン、波状又はクレー
プ等の形状が挙げられる。
【００５７】
　本発明の被覆アルミニウム材では、凹凸部間の間隔は本発明の効果を奏するものであれ
ば特に限定されないが、1μm以上100mm以下の範囲で形成されていることが好ましく、10
μm以上10mm以下であるのがより好ましい。なお、本発明において凹凸部間の間隔とは、
凹凸部の断面を観察した場合に凹部の中心から隣接する凹部の中心までの距離を意味する
。
【００５８】
　凹凸部間の間隔が1μm～100mmの範囲であることにより、表面に被覆層を形成させたア
ルミニウム材（被覆層形成アルミニウム材）を炭化水素含有物質を含む空間に配置して加
熱する際（加熱工程）に、その材料に対して均一に熱処理を行うことが可能である。
【００５９】
　凹凸部間の間隔が100mmを超えると、被覆アルミニウム材が薄い箔状の場合、被覆アル
ミニウム材表面の凹凸部が形成されていない部分同士が接触し易くなる傾向があり、それ
によりアルミニウム箔とアルミニウム箔との間で十分な隙間が確保できない傾向がある。
よって、前記加熱工程において、炭化水素含有物質が被覆アルミニウム材間の隙間から十
分に浸透せず、アルミニウム材と被覆層との間に介在層が十分に形成されない傾向がある
。その結果、アルミニウム材と被覆層との密着性が低下する傾向がある。
【００６０】
　凹凸部間の間隔が1μm未満であると、表面粗さRaが0.3μm以上となる凹凸部を形成する
ことが困難となる。その結果、被覆アルミニウム材の表面中央部付近において、アルミニ



(10) JP 2015-193233 A 2015.11.5

10

20

30

40

50

ウム材と被覆層とが十分な密着性を備えない傾向がある。
【００６１】
　凹凸部の形状が、布目、ストライプ又はクレープである場合には、凹凸部が筋状に形成
されるが、隣接する筋状の凹凸部間の間隔が1μm～100mmであることが好ましい。
【００６２】
　凹凸部の形状が、ドットである場合には、隣接するドット状の凹凸部間の間隔が1μm～
100mmであることが好ましい。
【００６３】
　また、エンボス加工により凹凸部を形成する場合、凹凸部のパターン形状（断面の凹凸
形状）は、本発明の効果を奏するものであれば特に限定されないが、種々の形状を採用す
ることができる。例えばドット、梨地、格子、ストライプ、亀甲、布目、絹目、チリメン
、波状又はクレープ等の公知のパターンをいずれも採用することができる。
【００６４】
　被覆アルミニウム材では、被覆層はアルミニウム材の表面上に形成される。
【００６５】
　被覆アルミニウム材では、被覆層が炭素を含む層又は無機物を含む層であることが好ま
しい。被覆層はアルミニウム基材の片面又は両面に形成される。被覆アルミニウム材の被
覆層は、アルミニウム材の表面積を拡大又は増大させる作用を有する。
【００６６】
　炭素を含む層とは、炭素を含むものであれば特に限定されない。例えば、後述する樹脂
等の熱分解により生成する炭素前駆体、炭素単体、炭素等を含む化合物が挙げられる。ま
た、それらの形態は特に限定されず、緻密な層であっても良く、粒子状、繊維状、ウイス
カー状等の形状を取っていても良い。
【００６７】
　炭素前駆体としては、少なくとも炭素及び水素の元素を含むことが好ましい。炭素前駆
体としては、更に、グラファイトに類する成分若しくはアモルファスカーボンに類する成
分を含んでいるものが好ましい。
【００６８】
　炭素単体としては、活性炭素繊維、活性炭クロス、活性炭フェルト、活性炭粉末、カー
ボンブラック、グラファイト等が好ましく、炭素単体を含む物質として墨汁を用いること
もできる。
【００６９】
　炭素を含む化合物としては、無機炭素化合物、炭化珪素等の炭素化合物等が好ましい。
無機物を含む層とは、無機物を含むものであれば特に限定されない。例えば、金属単体、
金属酸化物、金属窒化物等が挙げられる。無機物の形態は特に限定されず、緻密な層であ
っても良く、粒子状、繊維状、ウイスカー状等の形状を取っていても良い。
【００７０】
　金属単体、金属酸化物、金属窒化物等を構成する金属としては、特に限定されないが、
例えば、マグネシウム、トリウム、カドミウム、タングステン、錫、鉄、銀、シリコン、
タンタル、チタン、ハフニウム、アルミニウム、ジルコニウム、ニオブ、亜鉛、ビスマス
、アンチモン、ニッケル、リチウム、マンガン、コバルトなどが例示できる。特に、本発
明の被覆アルミニウム材を電極構造体として用いる場合、金属酸化物としては、酸化チタ
ン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ニオブ、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、酸化
タングステン、酸化アルミ等であることがより好ましい。
【００７１】
　また、本発明の被覆アルミニウム材を二次電池の電極として用いる場合には、無機物を
含む層の無機物としては、二次電池の電極を構成する活物質を用いることができる。例え
ば、二次電池がリチウムイオン電池である場合には、無機物としてリチウム含有金属酸化
物を用いることが好ましい。リチウム含有金属酸化物の場合、例えば、一般式として、Li
xMO2、LixM2O4、LixMAO4等を用いることができる。ここで、Mは１種類又は２種類以上の
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遷移金属元素であり、Co、Ni、Mn、Fe等が例示できる。また、Aとしては、P、Si、S、V等
が例示できる。また、本発明においてリチウム含有金属酸化物を用いる場合、リチウム含
有金属酸化物は、加熱工程で組成又は結晶構造が変化しないものであれば良く、具体的に
はLiMPO4、LiM2O4、LiFePO4等が例示できる。この中でも、リチウム含有金属酸化物とし
ては、LiFePO4が好ましい。
【００７２】
　被覆層の厚みは、特に限定されず、その用途に応じて適宜設定すればよいが、0.001μm
以上200μm以下が好ましく、更には0.01μm以上100μm以下であればより好ましい。
【００７３】
　アルミニウム材の表面の少なくとも一部の領域には、後述する介在層が形成される。そ
して、被覆層は、介在層の表面部分から外側に、繊維状、フイラメント状、ウイスカー状
、板状、壁状、塊状のような形態で延びる様に形成されたアルミニウムの炭化物を含んで
いてもよい。この場合、これらは、被覆層の表面積を増大させる作用があり、電極構造体
に用いた場合には、静電容量を高める作用をする。
【００７４】
　被覆アルミニウム材では、アルミニウム元素及び炭素元素を含む介在層がアルミニウム
材と被覆層との間に形成される。前記介在層は、前記アルミニウム材の表面の少なくとも
一部の領域に形成された、アルミニウムの炭化物を含む。
【００７５】
　介在層は、被覆層が表面に形成されたアルミニウム材を、炭化水素含有物質を含む雰囲
気中で熱処理を施すことにより得られる。
【００７６】
　介在層は、アルミニウム材と被覆層との密着性を高めると共に、アルミニウム材と被覆
層との間に形成されるアルミニウムと酸素を含む層の生成を抑制することができる。その
結果、被覆アルミニウム材を電極構造体に用いた場合には、アルミニウム材と被覆層との
間の抵抗値を低減させることができ、高い静電容量を有する電極構造体を製造することが
可能である。
【００７７】
　また、介在層は、結晶化したアルミニウムの炭化物を含むことが好ましい。結晶化した
アルミニウムの炭化物は、密着性を更に高める効果がある。
【００７８】
　本発明の被覆アルミニウム材は、その用途は限定されないが、例えば、電極構造体を構
成するために用いられることができる。被覆アルミニウム材を用いて電極構造体を構成す
ることにより、電池又はキャパシタの充放電特性、寿命等を高めることができる。
【００７９】
　前記電極構造体は、キャパシタの集電体又は電極を構成するために用いられることがで
きる。電極構造体がキャパシタを構成することにより、キャパシタの充放電特性、寿命等
を高めることができる。前記キャパシタとしては、電気二重層キャパシタ、アルミニウム
電解コンデンサ、機能性固体コンデンサ等が例示される。
【００８０】
　前記電極構造体は、電池の集電体と電極を構成するために用いられることができる。こ
れにより、電池の内部抵抗（損失抵抗）を低下させることができ、また、電池の充放電特
性、寿命を高めることができる。電池としては、リチウムイオン電池等の二次電池が例示
される。
【００８１】
　本発明の被覆アルミニウム材は、被覆層を触媒として作用する層とした場合、例えば光
触媒作用やガスの分解作用を有する層を用いた場合には、触媒材料として用いることがで
きる。例えば、被覆層として酸化チタンの粒子など光触媒作用を備える粒子を含む場合に
は、アルミニウム材と被覆層が樹脂により固定されたものではなく、介在層によりアルミ
ニウム材と被覆層が固定されている。樹脂で固定した場合には、被覆アルミニウム材自身
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が持つ光触媒作用により樹脂が経時劣化して密着性が低下するが、本発明の被覆アルミニ
ウム材の構成とした場合には、介在層が光触媒作用により経時劣化することが無いため、
経時においてもアルミニウム材と被覆層との密着性が確保される、という利点がある。
【００８２】
　本発明の被覆アルミニウム材は、また、放熱用材料としても用いることができる。例え
ば、被覆層として、放熱性を備えた炭素を含む層とした場合には、各種電子機器の放熱用
途として用いることができる。
【００８３】
　さらに、本発明の被覆アルミニウム材は、被覆層を活性炭などを含む層とした場合には
、活性炭の吸着作用を利用した、脱臭作用や空気清浄作用を有する用途にも利用できる。
【００８４】
　(2) 被覆アルミニウム材の製造方法
　本発明の被覆アルミニウム材の製造方法は、アルミニウム材の表面に被覆層を形成する
被覆層形成工程と、被覆層形成アルミニウム材を炭化水素含有物質を含む空間に配置して
加熱する加熱工程とを備え、前記被覆層形成工程が被覆層形成アルミニウム材の片面又は
両面に凹凸部を形成する凹凸部形成工程を含む、ことを特徴とする。
【００８５】
　被覆アルミニウム材の製造方法では、被覆層形成工程が被覆層形成アルミニウム材の片
面又は両面に凹凸部を形成する凹凸部形成工程を含むことにより、被覆層形成アルミニウ
ム材の片面又は両面に凹凸部が形成される。
【００８６】
　被覆層形成工程の後に続く加熱工程では、片面又は両面に凹凸部を有する被覆層形成ア
ルミニウム材を炭化水素含有物質を含む空間に配置して加熱する。
【００８７】
　これにより、シート状の被覆層形成アルミニウム材を積層して被覆アルミニウム材を製
造した場合や、帯状の被覆層形成アルミニウム材をロール状に巻いて被覆アルミニウム材
を製造した場合でも、アルミニウム材が十分に炭化水素含有物質と接することが可能とな
る。その結果、被覆アルミニウム材の表面中央部付近においても介在層が十分に生成され
、アルミニウム材と被覆層とが十分な密着性を備えることができる。
【００８８】
　本発明の被覆アルミニウム材の製造方法では、アルミニウム材の表面に被覆層を形成す
る被覆層形成工程を含む。更に、前記被覆層形成工程は、アルミニウム材又は被覆層形成
アルミニウム材の、片面又は両面に凹凸部を形成する凹凸部形成工程を含む。
【００８９】
　本発明の被覆アルミニウム材の製造方法では、凹凸部形成工程は被覆層形成工程中のい
ずれかの時点において行われれば良い。例えば、アルミニウム材に凹凸部を形成した後で
被覆層を形成しても良く、若しくはアルミニウム材に被覆層を形成した後で凹凸部を形成
しても良い。
【００９０】
　被覆層形成工程としては、少なくともアルミニウム材の表面に被覆層を形成する工程と
アルミニウム材又は被覆層形成アルミニウム材の、片面又は両面に凹凸部を形成する凹凸
部形成工程を含むものであれば特に限定されないが、例えば、(1)アルミニウム材の表面
に凹凸部を形成した後、被覆層（炭素を含む層又は無機物を含む層）を形成する、(2)ア
ルミニウム材の表面に被覆層を形成した後、凹凸部を形成する、又は、(3)アルミニウム
材の表面に凹凸部を有する被覆層を形成する、の3つの形態が挙げられる。
【００９１】
　被覆層を形成する場合の方法は特に限定されない。例えば、後述するように、塗布、デ
ィッピング又は熱圧着等によってアルミニウム材の表面上に付着させることができる。尚
、上記(2)の場合、アルミニウム材に凹凸部があると、凹凸が無い場合に比べてアルミニ
ウム材表面に均一に被覆層を付着させることが難しい傾向がある。この点で、アルミニウ
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ム材の表面に被覆層を形成した後、凹凸部を形成することが好ましい。
【００９２】
　このようにして、被覆層形成アルミニウム材の片面又は両面が凹凸部を形成することに
より、シート状の被覆層形成アルミニウム材を積層して製造した場合や、帯状の被覆層形
成アルミニウム材をロール状に巻いて製造した場合でも、後述する加熱工程において、ア
ルミニウム材が十分に炭化水素含有物質と接することが可能となる。その結果、被覆アル
ミニウム材の表面中央部付近においても介在層が十分に生成され、アルミニウム材と被覆
層とが十分な密着性を備えることとなる。その結果、複数のシート状のアルミニウム箔を
積層した状態でも、又は、ロール状に巻かれた帯状のアルミニウム材の状態でも、アルミ
ニウム材と被覆層の間に十分な密着性を備える被覆アルミニウム材を製造することが可能
になる。
【００９３】
　本発明の被覆アルミニウム材の製造方法では、被覆層形成工程において、アルミニウム
材の表面に被覆層を付着させる方法として、バインダ、溶剤又は水等を用いて、スラリー
状、液体状又は固体状等に上記の炭素又は無機物を混合したものを、塗布、ディッピング
又は熱圧着等によってアルミニウム材の表面上に付着させることができる。なお、塗布の
方法としては、特に限定されず、スピンコーティング法、バーコーティング法、フローコ
ーティング法、スプレー法などが適宜採用される。アルミニウム材の表面上に被覆層を付
着させた後、加熱工程の前に、20～300℃程度の範囲内の温度で、乾燥させてもよい。
【００９４】
　本発明の被覆アルミニウム材の製造方法では、被覆層をアルミニウム材の表面に付着さ
せるために、上記のように、バインダを用いてもよい。バインダとしては、カルボキシ変
性ポリオレフィン樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩酢ビ共重合樹脂、ビニルア
ルコール樹脂、フッ化ビニル樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エ
ポキシ樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、アクリロニトリル樹脂、ニトロセルロース樹脂
、パラフィンワックス、ポリエチレンワックス等の合成樹脂、ワックス又はタール、及び
にかわ、ウルシ、松脂、ミツロウ等の天然樹脂又はワックスを好適に使用することができ
る。これらのバインダは、夫々分子量、樹脂種類により、加熱時に揮発するものと、熱分
解により炭素前駆体として被覆中に残存するものとがある。バインダは、水や有機溶剤等
で希釈し、粘性を調整してもよい。
【００９５】
　被覆アルミニウム材の製造方法の凹凸部形成工程では、エンボス加工により形成され、
凹凸部の谷から山の高さが1μm以上300μm以下であることが好ましい。凹凸部の谷から山
の高さは、5μm以上60μm以下であることがより好ましい。凹凸部の谷から山の高さが、
この範囲内であることにより、複数の被覆層形成アルミニウム材が積層された状態であっ
ても、炭化水素含有物質を、被覆層形成アルミニウム材の中央部まで浸透させることが可
能となる。その結果、被覆層形成アルミニウム材と炭化水素含有物質とが十分に接するこ
とができ、アルミニウム材と被覆層との密着性を十分に確保するために必要な介在層をア
ルミニウム材表面に均一に形成することができる。
【００９６】
　凹凸部の谷から山の高さの上限値は、介在層形成の観点からは特に限定されるものでは
ない。この凹凸部の谷から山の高さが大きくなると最終的に得られた被覆アルミニウム材
も全体として厚みが大きくなり、これを用いた電極構造体のサイズも大きくなることから
、凹凸部の谷から山の高さの上限値は300μmであることが好ましい。しかしながら、本発
明の被覆アルミニウム材では、凹凸部の谷から山の高さが300μmを超えることを除外する
ものではない。
【００９７】
　凹凸部の谷から山の高さが1μm未満であると、介在層を形成する加熱工程において、ア
ルミニウム材が十分に炭化水素含有物質に接することができない傾向がある。その結果、
介在層が十分に生成されず、被覆アルミニウム材の表面中央部付近において、アルミニウ
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ム材と被覆層とが十分な密着性を備えない傾向がある。
【００９８】
　被覆層形成工程において、(1)アルミニウム材の表面に凹凸部を形成した後、被覆層を
形成する、又は(2)アルミニウム材の表面に被覆層を形成した後、凹凸部を形成する場合
、凹凸部形成工程の方法は特に限定されない。例えば、エンボス加工、プレス加工、レー
ザー加工、エッチング加工等の公知の技術を用いることができる。
【００９９】
　凹凸部形成の方法として、エンボス加工を実施する場合、凹凸部のパターン形状は特に
限定されない。例えば、ドット、梨地、格子、ストライプ、亀甲、布目、絹目、チリメン
、波状又はクレープ等の公知のパターンを採用することができる。
【０１００】
　例えば、被覆アルミニウム材をロール状で製造する場合、少なくとも一方にエンボス形
状を有する２本のロール間にアルミニウム材を通過させることにより、ロール上の凹凸部
のパターン形状を被覆層形成アルミニウム材（又はアルミニウム材）表面に転写すること
により、被覆層形成アルミニウム材（又はアルミニウム材）表面に凹凸部を形成すること
ができる。エンボス加工に用いるロールは、片面エンボス又は両面エンボスのいずれであ
っても良い。例えば、一方が凹凸部のパターン形状を有する金属製ロールであり、他方が
凹凸部のパターン形状を有しない樹脂製ロール又はペーパーロールの組み合わせを好適に
採用することにより、両面エンボスとすることも可能である。また、被覆アルミニウム材
をシート状で製造する場合、エンボス加工は少なくとも片面に凹凸部のパターン形状を有
する金型にシート状の被覆層形成アルミニウム材（又はアルミニウム材）で挟み込むこと
で形成することが可能である。
【０１０１】
　被覆層形成工程において、(3)アルミニウム材の表面に凹凸部を有する被覆層を形成す
る場合の凹凸部を形成する方法も特に限定されない。例えば、印刷版に所望のパターンを
形成して、アルミニウム材表面に形成される被覆層の厚みに高低差を生じさせることによ
り凹凸部を形成する方法や、アルミニウム材表面の全面に均一に被覆層を塗布し適宜乾燥
した後、この被覆層形成アルミニウム材の所望の部分にのみ再度被覆層を塗布することで
アルミニウム材表面に形成される被覆層の厚みに高低差を生じさせることにより凹凸部を
形成する方法等が挙げられる。
【０１０２】
　エンボス加工以外の凹凸部の形成方法として、プレス加工、レーザー加工、エッチング
加工等の公知の技術を用いることができる。
【０１０３】
　被覆アルミニウム材の製造方法において、凹凸部形成工程では、凹凸部は複数形成され
るのが好ましい。また、凹凸の形状は特に限定されないが、線状（筋状）、格子状、斑点
状等であることが好ましい。例えば、平面視でドット、梨地、格子、ストライプ、亀甲、
布目、絹目、チリメン、波状又はクレープ等の形状が挙げられる。また、これらの凹凸の
形状が複数組み合わされた形状、これらの凹凸の形状がランダムに配置されている形状で
あっても良い。
【０１０４】
　また、凹凸部は被覆層形成アルミニウム材（又はアルミニウム材）の必ずしも全面に形
成されている必要はない。例えば、被覆層形成アルミニウム材（又はアルミニウム材）の
中央部にのみ凹凸部が形成されていてもよいし、端部にのみ凹凸部が形成されていてもよ
い。
【０１０５】
　被覆アルミニウム材の製造方法は、被覆層形成アルミニウム材を炭化水素含有物質を含
む空間に配置して加熱する加熱工程を含む。
【０１０６】
　被覆アルミニウム材の製造方法の加熱工程では、炭化水素含有物質を含む空間に被覆層
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形成アルミニウム材を配置した状態で加熱する。この場合、加熱前に、被覆層形成アルミ
ニウム材を、必要に応じて、20℃以上300℃以下の温度範囲で乾燥してもよい。
【０１０７】
　加熱工程に用いられる炭化水素含有物質の種類は特に限定されない。炭化水素含有物質
の種類としては、たとえば、メタン、エタン、プロパン、n-ブタン、イソブタン及びペン
タン等のパラフィン系炭化水素、エチレン、プロピレン、ブテン及びブタジエン等のオレ
フィン系炭化水素、アセチレン等のアセチレン系炭化水素等、又はこれらの炭化水素の誘
導体が挙げられる。これらの炭化水素の中でも、メタン、エタン、プロパン等のパラフィ
ン系炭化水素は、被覆層形成アルミニウム材を加熱する工程においてガス状になるので好
ましい。更に好ましいのは、メタン、エタン及びプロパンのうち、いずれか一種の炭化水
素である。最も好ましい炭化水素はメタンである。
【０１０８】
　炭化水素含有物質は、液体、気体、固体等のいずれの状態で用いてもよい。炭化水素含
有物質は、被覆層形成アルミニウム材が存在する空間に存在するようにすれば良く、被覆
層形成アルミニウム材を配置する空間にどのような方法で導入してもよい。例えば、炭化
水素含有物質がガス状である場合（メタン、エタン、プロパン等）には、被覆層形成アル
ミニウム材の加熱処理が行なわれる密閉空間中に炭化水素含有物質を単独又は不活性ガス
と共に充填すればよい。また、炭化水素含有物質が液体又は固体である場合には、その密
閉空間中で加熱により気化するように炭化水素含有物質を単独または不活性ガスとともに
充填してもよい。
【０１０９】
　被覆層形成アルミニウム材を加熱する空間に導入される炭化水素含有物質の重量比率は
、特に限定されない。通常、アルミニウム材100重量部に対して炭素換算値で0.1～50重量
部程度の範囲の重量比が好ましく、0.5～30重量部程度の範囲の重量比がより好ましい。
【０１１０】
　加熱工程では、加熱雰囲気の圧力は特に限定されず、常圧、減圧または加圧下であって
も良い。また、圧力の調整は、ある一定の加熱温度に保持している間、ある一定の加熱温
度までの昇温中、または、ある一定の加熱温度から降温中のいずれの時点で行なってもよ
い。
【０１１１】
　加熱温度は、加熱対象物であるアルミニウム材の組成等に応じて適宜設定すれば良い。
通常、450℃以上、660℃以下の範囲内が好ましく、530℃以上620℃以下の範囲内で行なう
ことがより好ましい。加熱温度を450℃以上とすることにより、アルミニウムと炭素を含
む介在層中に結晶化したアルミニウムの炭化物を含有させることができる。但し、本発明
の製造方法において、450℃未満の温度で、当該混合物層が表面に形成されたアルミニウ
ム材を加熱することを排除するものではなく、少なくとも300℃を超える温度で加熱する
ことが好ましい。また、加熱温度が660℃を超えるとアルミニウム材が溶融するおそれが
ある。
【０１１２】
　加熱時間は、加熱温度等にもよるが、通常、1時間以上100時間以下の範囲内であること
が好ましい。
【０１１３】
　加熱温度が400℃以上になる場合は、加熱雰囲気中の酸素濃度を1.0体積%以下とするこ
とが好ましい。加熱温度が400℃以上で加熱雰囲気中の酸素濃度が1.0体積%を超えると、
アルミニウム材の表面の熱酸化被膜が肥大し、アルミニウム材の表面抵抗値が増大するお
それがある。
【０１１４】
　上記方法により、アルミニウム材と、前記アルミニウム材の表面上に形成された被覆層
と、前記アルミニウム材と前記被覆層との間に形成された、アルミニウム元素及び炭素元
素を含む介在層とを備える被覆アルミニウム材であって、（１）前記介在層は、前記アル
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ミニウム材の表面の少なくとも一部の領域に形成され、アルミニウムの炭化物を含み、（
２）前記被覆アルミニウム材は、片面又は両面に凹凸部が形成されている、被覆アルミニ
ウム材を製造することが可能である。ただし、本発明の被覆アルミニウム材を製造するに
あたっては、上記の方法に限定されるものではない。
【０１１５】
　(3) 被覆アルミニウム材の態様
　本発明の被覆アルミニウム材の具体的な態様について図面を参照しながら説明する。
【０１１６】
　図１は、本発明の被覆アルミニウム材の好ましい一態様を示す図である。
【０１１７】
　図１は、被覆アルミニウム材の断面構造を示す。アルミニウム材１の一例としてアルミ
ニウム箔の表面上に被覆層２が形成されている。アルミニウム箔１と被覆層２との間には
、介在層３が形成されている。介在層３は、アルミニウム箔１と被覆層２との間の密着性
を高める作用をする。介在層３は、アルミニウム元素と炭素元素とを含む。
【０１１８】
　被覆アルミニウム材では、少なくとも片方の表面は、凹凸部４を有している。これによ
り、複数枚のシート状の被覆層形成アルミニウム材を積層して製造した場合や、帯状の被
覆層形成アルミニウム材をロール状に巻いて製造した場合でも、アルミニウム材が十分に
炭化水素含有物質と接することが可能となる。その結果、被覆アルミニウム材の表面中央
部付近においても、介在層３が十分に形成され、アルミニウム材１と被覆層２とが十分な
密着性を備えることができる。
【０１１９】
　被覆アルミニウム材の表面には、表面部分が、介在層３の表面部分から外側に、繊維状
、フイラメント状、ウイスカー状、板状、壁状、塊状の形態で延びて、表面部分２１を形
成してもよい。これは、介在層３と被覆層との間に形成されるものであり、例えばアルミ
ニウムの炭化物を含む。
【０１２０】
　被覆アルミニウム材では、少なくとも片方の表面には凹凸部が形成されている。被覆層
がアルミニウム基材の片面のみに形成されている被覆アルミニウム材では、凹凸部は、被
覆層側の面に設けられていてもよいし、被覆層が設けられていない側のアルミニウム材表
面のみに設けられていてもよいし、これらの両方に設けられていてもよい。被覆層がアル
ミニウム材両面に形成されている被覆アルミニウム材では、少なくとも片方の表面に凹凸
部を有していれば良い。
【０１２１】
　凹凸部４は、凹部４１の谷から凸部４２の山に所望の高さHとなるように形成されてい
る。さらに、凹凸部４は、所望の間隔となるように隣接する凹凸部４と凹凸部４との間に
間隔Tで形成されている。
【実施例】
【０１２２】
　以下、実施例を挙げて本発明を説明する。しかし、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。
【０１２３】
　(1)実施例及び比較例
　実施例１
　＜被覆層形成工程＞
　厚みが20μmで500mm四方のアルミニウム箔（JIS A1050 H-18）の両面に、カーボンブラ
ック（三菱化学株式会社製#2400B）1重量部に対しイソプロピルアルコール（IPA）6重量
部加えた塗工液を塗布した。次いで、これを温度100℃で10分間乾燥処理することにより
、炭素を含む被覆層を形成し、被覆層形成アルミニウム材を作製した。このときの塗工液
は、乾燥後の被覆層厚みが片面1μmとなるように調整した。
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【０１２４】
　＜凹凸部形成工程＞
　この被覆層形成アルミニウム材に対し、エンボス加工時の加圧力を調整して、後述する
凹凸部の谷から山の高さとなるように、エンボス加工を行った。凹凸部のパターン形状は
ドットであり、エンボスロールのドット型の深さは55～60μmであり、凹凸部のパターン
形状間の間隔は317.5μmである。
【０１２５】
　＜加熱工程＞
　エンボス加工後の被覆層形成アルミニウム材を500枚重ねて接触させた状態で、メタン
ガス雰囲気中にて600℃の温度で10時間保持し、本発明の被覆アルミニウム材を得た。
【０１２６】
　JIS B7502に基づいて、得られた被覆アルミニウム材について、マイクロメーターを用
いて、凹凸部が形成された被覆アルミニウム材と凹凸部が形成される前の被覆層形成アル
ミニウム材の厚みを測定することで、下記計算式により被覆アルミニウム材に形成された
凹凸部の谷から山の高さを算出した。
【０１２７】
　　計算式：（凹凸部が形成された被覆アルミニウム材の厚み）
　　　　　　　　－（凹凸部が形成される前の被覆アルミニウム材の厚み）
　　　　　＝（凹凸部の谷から山の高さ）
　その結果を表１に示す。
【０１２８】
　また、得られた本発明の被覆アルミニウム材の被覆層表面について、表面粗さ計により
、JIS B0601：1982に従って、Ra（中心線平均粗さ）及びRmax（最大高さ）を測定した。
その結果を表１に示す。
【０１２９】
　得られた被覆アルミニウム材から試料を採取し、走査型電子顕微鏡を用いて試料の表面
を観察した。被覆アルミニウム材の表面には、図２に示す様に、凹凸部が形成されている
ことが確認された。
【０１３０】
　実施例２
　＜被覆層形成工程＞
　実施例１と同様にして、被覆層形成アルミニウム材を作製した。
【０１３１】
　＜凹凸部形成工程＞
　この被覆層形成アルミニウム材に対し、エンボス加工時の加圧力を実施例１から変える
ことで、後述する凹凸部の谷から山の高さとなるように調整して、エンボス加工を行った
。凹凸部のパターン形状はドットであり、エンボスロールのドット型の深さは55～60μm
であり、凹凸部のパターン形状間の間隔は317.5μmである。
【０１３２】
　＜加熱工程＞
　エンボス加工後の被覆層形成アルミニウム材を500枚重ねて接触させた状態で、実施例
１と同様にして、加熱工程を行い、本発明の被覆アルミニウム材を得た。
【０１３３】
　また、実施例１と同様にして、凹凸部の谷から山の高さを求めるとともに、得られた本
発明の被覆アルミニウム材の被覆層表面について、Ra及びRmaxを測定した。その結果を表
１に示す。
【０１３４】
　実施例３
　＜被覆層形成工程＞
　実施例１と同様にして、被覆層形成アルミニウム材を作製した。
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【０１３５】
　＜凹凸部形成工程＞
　この被覆層形成アルミニウム材に対して、エンボス加工時の加圧力を実施例１から変え
ることで、後述する凹凸部の谷から山の高さとなるように調整して、エンボス加工を行っ
た。凹凸部のパターン形状はドットであり、エンボスロールのドット型の深さは55～60μ
mであり、凹凸部のパターン形状間の間隔は317.5μmである。
【０１３６】
　＜加熱工程＞
　エンボス加工後の被覆層形成アルミニウム材を500枚重ねて接触させた状態で、実施例
１と同様にして、加熱工程を行い、本発明の被覆アルミニウム材を得た。
【０１３７】
　また、実施例１と同様にして、凹凸部の谷から山の高さを求めるとともに、得られた本
発明の被覆アルミニウム材の被覆層表面について、Ra及びRmaxを測定した。その結果を表
１に示す。
【０１３８】
　実施例４
　＜被覆層形成工程＞
　実施例１と同様にして、被覆層形成アルミニウム材を作製した。
【０１３９】
　＜凹凸部形成工程＞
　この被覆層形成アルミニウム材に対して、エンボス加工時の加圧力を実施例１から変え
ることで、後述する凹凸部の谷から山の高さとなるように調整して、エンボス加工を行っ
た。凹凸部のパターン形状はドットであり、エンボスロールのドット型の深さは55～60μ
mであり、凹凸部のパターン形状間の間隔は317.5μmである。
【０１４０】
　＜加熱工程＞
　エンボス加工後の被覆層形成アルミニウム材を500枚重ねて接触させた状態で、実施例
１と同様にして、加熱工程を行い、本発明の被覆アルミニウム材を得た。
【０１４１】
　また、実施例１と同様にして、凹凸部の谷から山の高さを求めるとともに、得られた本
発明の被覆アルミニウム材の被覆層表面について、Ra及びRmaxを測定した。その結果を表
１に示す。
【０１４２】
　実施例５
　＜被覆層形成工程＞
　実施例１と同様にして、被覆層形成アルミニウム材を作製した。
【０１４３】
　＜凹凸部形成工程＞
　この被覆層形成アルミニウム材に対して、エンボス加工時の凹凸部のパターン形状を実
施例１～４のドットから梨地に変え、加圧力を後述する凹凸部の谷から山の高さとなるよ
うに調整して、エンボス加工を行った。凹凸部のパターン形状は梨地であり、エンボスロ
ールの梨地型の深さは100～150μmであり、凹凸部のパターン形状間の間隔はランダムで
ある。
【０１４４】
　＜加熱工程＞
　エンボス加工後の被覆層形成アルミニウム材を500枚重ねて接触させた状態で、実施例
１と同様にして、加熱工程を行い、本発明の被覆アルミニウム材を得た。
【０１４５】
　また、実施例１と同様にして、凹凸部の谷から山の高さを求めるとともに、得られた本
発明の被覆アルミニウム材の被覆層表面について、Ra及びRmaxを測定した。その結果を表
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１に示す。
【０１４６】
　実施例６
　＜被覆層形成工程＞
　実施例１と同様にして、被覆層形成アルミニウム材を作製した。
【０１４７】
　＜凹凸部形成工程＞
　この被覆層形成アルミニウム材に対して、エンボス加工時の凹凸部のパターン形状を実
施例１～４のドットからストライプに変え、加圧力を後述する凹凸部の谷から山の高さと
なるように調整して、エンボス加工を行った。凹凸部のパターン形状はストライプであり
、エンボスロールのストライプ型の深さは55～60μmであり、凹凸部のパターン形状間の
間隔は1mmである。
【０１４８】
　＜加熱工程＞
　エンボス加工後の被覆層形成アルミニウム材を500枚重ねて接触させた状態で、実施例
１と同様にして、加熱工程を行い、本発明の被覆アルミニウム材を得た。
【０１４９】
　また、実施例１と同様にして、凹凸部の谷から山の高さを求めるとともに、得られた本
発明の被覆アルミニウム材の被覆層表面について、Ra及びRmaxを測定した。その結果を表
１に示す。
【０１５０】
　比較例１
　実施例１において、凹凸部形成工程を行わなかったことを除いては、実施例１と同様に
して、被覆アルミニウム材を得た。
【０１５１】
　また、実施例１と同様にして、JIS B7502に基づいて、得られた被覆アルミニウム材に
ついて、マイクロメーターを用いて、被覆アルミニウム材と加熱工程前の被覆層形成アル
ミニウム材の厚みを測定し、その差を算出した。さらに、得られた被覆アルミニウム材の
被覆層表面について、Ra及びRmaxを測定した。その結果を表１に示す。
【０１５２】
　(2)評価方法
　密着性の評価
　テーピング法によって密着性を評価した。各評価試料を幅10mm、長さ50mmの短冊状に切
り出し、炭素含有層の表面に、幅15mm、長さ70mmの接着面を有する粘着テープ（住友スリ
ーエム株式会社製、商品名「スコッチテープ」）を押し当てた後、粘着テープを引き剥が
して、密着性を次の式に従って評価した。
【０１５３】
　密着性（%）＝　｛引き剥がし後の炭素含有層の重量（mg）
　　　　　　　　　　　／引き剥がし前の炭素含有層の重量（mg）｝×100
　この式において、炭素含有層の剥離が全く認められない場合は当該値が100となる。結
果を表１に示す。
【０１５４】
　介在層の定量分析
　介在層の形成量を、アルミニウム炭化物（Al4C3）の定量分析によって評価した。
【０１５５】
　実施例１～６及び比較例１で得られた500mm四方の被覆アルミニウム材から、サンプリ
ング位置として、端部（100mm×100mm）及び中央部（100mm×100mm）を切り取り、評価用
サンプルとした。この評価用サンプルを20%水酸化ナトリウム水溶液に溶解させ、発生し
たメタンガスを捕集した。発生したメタンガスについて、フレームイオン化検出器付高感
度ガスクロマトグラフを用いて定量分析した。定量されたメタンガス量をアルミニウム炭
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化物の重量に換算し、片面の面積あたりの重量（mg/cm2）を算出した。なお、アルミニウ
ム材とアルミニウム炭化物は20%水酸化ナトリウム水溶液に溶解するが被覆層は溶解しな
いので、得られたメタンガス中に含まれる炭素元素の量からアルミニウム炭化物（Al4C3
）の重量に換算することができる。
【０１５６】
　電気二重層キャパシタでの性能評価
　＜電極の作製＞
　実施例１～６及び比較例１で得られた500mm四方の被覆アルミニウム材から、サンプリ
ングの位置として、端部（50mm×10mm）及び中央部（50mm×10mm）を夫々切り取り、評価
用ベースサンプルとした。
【０１５７】
　先ず、活性炭（クラレ株式会社YP-50F）100重量部、アセチレンブラック（電気化学株
式会社デンカブラック）5重量部、1.2重量%に調整した増粘剤カルボキシメチルセルロー
ス（ダイセル化学株式会社1160）を固形分換算で2重量部を混合した。次いで、アクリル
系エマルジョンを固形分換算で5重量部を混合した。次いで、更に蒸留水を添加し固形分
濃度25重量%となるようにすることで、活性炭スラリーを作成した。
【０１５８】
　そして、評価用ベースサンプル及び同様の大きさに切り取ったエッチド箔（JCC製20CB
、従来例）の片面に、アプリケーターを用いて、活性炭スラリーを塗工し、100℃で2分間
乾燥して活性炭層を形成し、電気二重層キャパシタの電極としての評価用サンプルを作成
した。なお、乾燥後の活性炭層の厚みは55μmであった。
【０１５９】
　＜電気二重層キャパシタのセル組み立て＞
　上記で作製した各評価用サンプルを、電気二重層キャパシタの電極として用いて、次の
方法により、セルを組み立てた。
【０１６０】
　電解液として、テトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレートをプロピレンカーボ
ネートに溶解し、電解質濃度が1.5mol/Lとなるように調整された電解液（東洋合成社製、
商品名「1.5M TEMA-BF4/PC」）を準備した。
【０１６１】
　次に、評価用サンプルを8cm×1cmの長方形状に切り出した。そして、切り出した評価用
サンプルの8cmのうち一方の端部3cmは活性炭層及び被覆層を削り取り、5cm×1cmの長方形
状の電極とした（但し、従来例では被覆層が形成されていないので、活性炭層のみを削り
取った）。尚、削り取った3cmの部分はタブとして使用した。この長方形状の電極及び厚
さ25μmで6cm×2cmサイズの紙で出来たセパレータ（日本高度紙工業社製）を、7.5cm×7.
5cmサイズのラミネートフィルム内に、電極、セパレータ及び電極の順序で積層した。
【０１６２】
　次に、セパレータに前記電解液1mLを注入した後に、ラミネートフィルムを密封し、フ
ィルムセルを作製した。
【０１６３】
　次に、フィルムセルの上から金属板（材質：ステンレス）を当てて、フィルムセル内の
電極が動かないように圧力をかけて、その状態を維持することでフィルムセル型電気二重
層キャパシタを作製した。
【０１６４】
　上記のようにして、各評価用サンプルについて、それぞれフィルムセル型電気二重層キ
ャパシタを作製し、次の方法により、静電容量及び内部抵抗を測定した。
【０１６５】
　＜電気二重層キャパシタの性能評価（静電容量及び内部抵抗）＞
　フィルムセル型電気二重層キャパシタを、50mAの定電流で2.5Vまで充電した。その後、
更に10分間充電状態を維持した後、10mAの定電流で放電を行った。得られた充放電特性よ
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り静電容量を求めた。また、フィルムセル型電気二重層キャパシタを、50mAの定電流で2.
5Vまで10分間充電を行った後、500mAの定電流で放電を行った。得られた充放電特性によ
り内部抵抗を求めた。
【０１６６】
　表１に、エンボス有品とエンボス無し品との特性を比較した。
【０１６７】
【表１】

【０１６８】
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　表１の結果から、比較例１の被覆アルミニウム材は、中央部では、介在層であるアルミ
ニウム炭化物がほとんど生成しなかった。
【０１６９】
　一方、実施例１～６の被覆アルミニウム材では、中央部では比較例１に比べて、介在層
であるアルミニウム炭化物の生成量が増加した。これにより、被覆アルミニウム材の中央
部においても、アルミニウム材と被覆層との密着性が高められていることがわかった。
【０１７０】
　表１の結果から、実施例１～６の被覆アルミニウム材は、静電容量は及び内部抵抗の値
が、比較例１と比較して、同等の値を示すことがわかった。即ち、被覆アルミニウム材は
、最外層の少なくとも片方の表面に凹凸部が形成されているものの、静電容量及び内部抵
抗は、凹凸部が形成されていない比較例１と同等の値を示すことがわかった。
【０１７１】
　実施例１～６の被覆アルミニウム材は、静電容量及び内部抵抗にはほとんど影響せず、
電極構造体として用いることが可能であるといえる。
【０１７２】
　本発明の被覆アルミニウム材は、アルミニウム材と、前記アルミニウム材の表面上に形
成された被覆層と、前記アルミニウム材と前記被覆層との間に形成された、アルミニウム
元素と炭素元素とを含む介在層とを備えており、前記介在層は、前記アルミニウム材の表
面の少なくとも一部の領域に形成され、アルミニウムの炭化物を含み、前記被覆アルミニ
ウム材は、片面又は両面に凹凸部を有することにより、シート状のアルミニウム材を積層
する場合や、アルミニウム材をロール状に巻いて帯状にする場合であっても、アルミニウ
ム材と被覆層とが十分に密着されている。
【符号の説明】
【０１７３】
　１：アルミニウム材
　２：被覆層
　３：介在層
　４：凹凸部
　２１：表面部分
　４１：凹部
　４２：凸部
　H：高さ
　T：間隔
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